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、
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平
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財
目
谷
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八
一
〇
の
二
、
字

一
、
五
九
三
、
五
九
三
の
一

五
九
九
の
二
、
六
〇
〇
、
六

の
二
、
六
一
一
、
六
一
二
の

五
〇
、
二
九
五
一
、
二
九
五
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六
一
四
、
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一
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の
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〇
か
ら
六
四
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ま
で
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六
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七
一
か
ら
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〇

三
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字
平
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上
二
九
三
六

森
林
法
（
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和
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六
年
法

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
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る

平
成
二
十
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年
十
月
十
六

一

保
安
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
高
佐
上
字
大
迫

西
分
字
三
通
田
四
五
五
、
四

下
谷
迫
五
八
四
の
三
、
五
八

光
市
大
字
光
井
字
武
田
四

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去

土
壌
汚
染
の
除
去

山
口
県
告
示
第
三
百
七
十
号

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
に

定
さ
れ
た
区
域
の
全
部
に
つ
い

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六

一

解
除
に
係
る
形
質
変
更
時

下
二
九
六
〇
、
二
九
六
一
、
二
九

松
原
二
八
八
九
の
一
、
字
引
地
ケ

四
、
五
九
三
の
一
五
、
五
九
五
、

〇
一
、
六
〇
三
か
ら
六
〇
六
ま
で

一
、
六
一
二
の
二
、
二
九
四
五
、

三
、
二
九
五
五
、
二
九
五
七
か
ら

、
六
一
五
、
六
一
六
、
字
谷
迫
六

四
か
ら
六
五
二
ま
で
、
六
五
五
か

七
七
ま
で
、
一
〇
七
九
か
ら
一
〇

か
ら
二
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三
九
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で
、
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四
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律
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二
百
四
十
九
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五
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七
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地
の
形
質
の
変
更
を
し

関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
七
年
山

て
の
指
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二
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部

第 号

二三

三
径
間
連
結
ポ
ス
ト
テ
ン
シ
ョ

桁
形
式
橋
り
ょ
う

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

県
道
美
祢
油
谷
線
四
号
橋
（
仮
称

工
事
場
所

長
門
市
油
谷
河
原

工
事
の
概
要

構

口
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

県
道
美
祢
油
谷
線
四
号
橋
（
仮
称

に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
経
営
の

加
資
格
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当

つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。
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の
図
」
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次
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と
お
り

森
林
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備
課
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び
萩
市
農
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水
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指
定
の
目
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土
砂
の
流
出
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防
備

指
定
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業
要
件
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伐
採
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方
法
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い
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資
格
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定
め
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が
で
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は
、
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市
森
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採
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は
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次
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と
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」
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そ
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図
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及
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課
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い
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よ
る
。
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に
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幅
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七
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五
第
一
項
の
規
定
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よ

工
）
の
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係
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一
般
競
争

資
格
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下
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経
営
規
模
等
入

の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法

な
い
。

林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

お
り
と
す
る
。

び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

縦
覧
に
供
す
る
。
）

田
四
五
五
・
四
五
八
の
一
・
字

平
蔵
口
下
二
九
六
四
・
二
九
六

申
請
書
等
の
提
出
期
間

平
成
二
十
七
年
十
月
十

２

総
合
評
定
値
通
知
書

３

特
定
建
設
業
の
許
可

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
県
長
門
土
木
建
築

共
同
企
業
体
の
代
表
者

で
あ
る
こ
と
。

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

共
同
企
業
体
競
争
入
札

経
営
規
模
等
入
札
参
加

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ

１

共
同
企
業
体
協
定
書

級
で
あ
る
こ
と
。

２

建
設
業
法
（
昭
和
二

定
す
る
特
定
建
設
業
の

３

出
資
比
率
が
三
十
パ

共
同
企
業
体
の
代
表
者

知
事
が
通
知
し
た
法
第
二

の
（
以
下
「
総
合
評
定
値

百
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

共
同
企
業
体
の
構
成
員

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る

示
（
平
成
二
十
六
年
山

に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一

及
び
時
間

六
日
か
ら
同
年
十
一
月
九
日
ま
で

の
写
し

通
知
書
の
写
し

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

な
い
。

事
務
所

長
門
市
東
深
川
一
八
七

以
外
の
者
の
総
合
評
定
値
の
土
木

格
の
審
査

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ

ば
な
ら
な
い
。

の
写
し

十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法

許
可
（
土
木
工
事
業
に
係
る
も
の

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
平
成
二
十
七
年
十
月
十
五
日
ま

十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定

」
と
い
う
。
）
の
プ
レ
ス
ト
レ
ス

格、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

と
す
る
。

の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

口
県
告
示
第
四
百
八
号
。
以
下
「

般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

五
番
地
の
一

一
式
工
事
の
数
値
が
九
百
五
十
以

者
は
、
告
示
四
の

に
規
定
す
る

る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と

」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に

に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と

で
に
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府

す
る
総
合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の

ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
の
数
値
が

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ

札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

告
示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

参
加
資
格
が
土
木
一
式
工
事
の

二

分 に 上共い 規。県も千 でる告定等
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（定期）報

（
二国

の
成

第 号

四
二

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認

松

市

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十

平
成
二
十
七
年
三
月
四
日

認
証
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

九
五
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

国
土
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
等

土
調
査
を

っ
た
者
の

称

国
土
調
査
を
行
っ

関

市

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二

公

九
四
）
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
ま
し
た

ま
で経

営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適

平
成
二
十
七
年
十
一
月
三
十
日
ま

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は

九
二
〇
）
に
す
る
こ
と
。

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一

証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

三
日
か
ら

ま
で

下
松
市
地
籍
図

下
松
市
地
籍
簿

設
立
の
認
証
の
申
請

山
口
県
知

た
期
間

成
果
の
名
称

二
日
か
ら

十
七
日
ま
で

下
関
市
地
籍
図

下
関
市
地
籍
簿

告

第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二

。 審
査
結
果
の
通
知
方
法

合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入

で
に
発
送
す
る
。

、
山
口
県
長
門
土
木
建
築
事
務

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

向
井
町
一
丁
目
及
び
彦
島
向
井

町
二
丁
目
の
各
一
部

大
字
来
巻
の
一
部

事

村

岡

嗣

政

国
土
調
査
を
行
っ
た
地
域

彦
島
塩
浜
町
三
丁
目
、
彦
島
杉

田
町
二
丁
目
、
彦
島
田
の
首
町

一
丁
目
、
彦
島
田
の
首
町
二
丁

目
、
彦
島
弟
子
待
町
二
丁
目
、

彦
島
弟
子
待
町
三
丁
目
、
彦
島

項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
調
査

札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

所
（
電
話
〇
八
三
七

二
二

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

就
労
や
住
宅
の
問
題
で
県

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
二
九
六
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、

一
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
山
口

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

社
会
的
養
護
を
必
要
と
す

こ
と
で
児
童
家
庭
福
祉
、
並

同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、

一
月
十
六
日
ま
で
の
間
、
山
口

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

外
に
出
て
行
っ
て
し
ま
う
若
い
世

日

山
口

八
日

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

若
者
住
宅
支
援
協
会

田

浩
二

山
口
市
大
内
御
堀
三
六
一
七

法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条

立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た

第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に

県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び

日活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

と
り
で

金
本

秀
韓

周
南
市
城
ヶ
丘
二
丁
目
一
〇

る
子
ど
も
た
ち
、
ま
た
地
域
の
家

び
に
地
域
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す

第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に

県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び

日

山
口

三

代
に
山
口
に
定
住
し
て
い
た
だ
く

県
知
事

村

岡

嗣

政

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

番
地
の
一

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

。掲
げ
る
書
類
は
、
平
成
二
十
七
年

山
口
県
山
口
県
民
局
に
お
い
て
公

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

番
三
六
号

庭
に
対
し
て
、
相
談
、
支
援
を
行

る
こ
と
。

掲
げ
る
書
類
は
、
平
成
二
十
七
年

山
口
県
周
南
県
民
局
に
お
い
て
公

県
知
事

村

岡

嗣

政

た お十衆 う 十衆

公

告



平成 年 月 日 金曜日

大
と
お当

商
工

一

山 口

二（
二

（定期）県 報

と
お変

書
及

活
課

一

第 号

めを着援
（
二特

所
在
地

下
関
市
羽
山
町
一
三

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

該
届
出
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月

労
働
部
商
政
課
及
び
下
関
市
産
業

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
幡
生

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
五
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

藤

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

萩

九
八
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の

び
活
動
予
算
書
は
、
平
成
二
十
七

及
び
山
口
県
萩
県
民
局
に
お
い
て

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

、
高
齢
者
の
方
等
か
ら
安
く
空
き

行
い
そ
の
家
を
若
い
世
代
に
提
供

支
援
事
業
、
空
き
家
の
有
効
活
用

事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
山
口
県

九
七
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

二
二
の
一

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

十
六
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
二

振
興
部
産
業
振
興
課
に
お
い
て

山
口
県
知

在
地

店 人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
ピ
ア
サ
ポ

田

擴

市
大
字
椿
五
九
八
番
地
の
一

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

年
十
一
月
二
十
五
日
ま
で
の
間

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知

家
を
提
供
し
て
も
ら
い
、
若
者

し
た
り
、
就
労
の
問
題
や
そ
の

や
空
き
家
が
荒
れ
る
の
を
防
い

の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
。

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

が
あ
り
ま
し
た
。

月
十
六
日
ま
で
の
間
、
山
口
県

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

村

岡

嗣

政

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ー
ト
セ
ン
タ
ー
香
生
の
里

届
出

ま
し
た
。

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画

、
山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生

事

村

岡

嗣

政

が
好
む
家
へ
安
く
リ
フ
ォ
ー
ム

他
生
活
相
談
等
の
山
口
へ
の
定

だ
り
す
る
等
の
空
き
家
対
策
支

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
五
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
一
日

（
二
九
九
）
大
規
模
小
売
店
舗

所
在
地

下
関
市
秋
根

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア

モ
リ

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
五
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ド
ラ
ッ
グ
ス

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
モ

新
下
関
店

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

北
町
九
番
一
号

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

福
岡
県
朝
倉
市
一
ツ
木
一
一
四

変

更

前

及
び
所
在
地

ト
ア
モ
リ
新
下
関
店

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
二
丁

変

更

前

（
仮
称
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
下
関

山
店

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

リ

ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
モ
リ
新
下
関
店

よ
る
意
見
の
聴
取

所

代
表
者
の
氏

八
の
一

森

信

変

更

後

所

代
表
者
の
氏

目
一
八
番
二
号

原
田

健

変

更

後

羽

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
幡
生
店

四

成 名 名



平成

り
、

年 月 日 金曜日

三（
三都

画
道

山 口 県

土
大
谷

五
項

一二

（定期）報

一二（
三

第 号

二
十

市
か当

働
部

当
該
変
更
に
係
る
周
南
都
市
計
画

平
成
二
十
七
年
十
月
十
九
日
か
ら

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

〇
一
）
周
南
都
市
計
画
道
路
の
変

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

路
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

口
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
大
谷
口
地
区
農
村
地
域
防
災

縦
覧
の
期
間

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

株
式
会
社
山
口
井
筒

所
在
地

山
口
市
中
市
町
三
番

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

〇
〇
）
県
営
大
谷
口
地
区
農
村
地

七
年
六
月
五
日
山
口
県
公
告
（
一

ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月

商
政
課
及
び
山
口
市
経
済
産
業
部

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

道
路
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧

同
年
十
一
月
九
日
ま
で

更
の
案
の
縦
覧

第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条

を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業

覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知

減
災
事
業
計
画
書
の
写
し

在
地

屋
山
口
店

三
号

。域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
縦

七
〇
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店

十
六
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
六

商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の

山
口
県
知

に
供
し
ま
す
。

の
規
定
に
よ
り
、
周
南
都
市
計

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第

事

村

岡

嗣

政

覧 舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
山
口

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

村

岡

嗣

政

四

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

周
南
都
市
計
画
道
路
三
・

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土

光
市
木
園
一
丁
目

三

変
更
の
内
容

区
域
の
変
更

周
南
都
市
計
画
道
路
三
・

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土

光
市
大
字
浅
江
及
び
木
園

三

変
更
の
内
容

区
域
及
び
構
造
の
変
更

四

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六

五

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場

三

変
更
の
内
容

区
域
の
変
更

四

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六

五

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

周
南
都
市
計
画
道
路
三
・

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土

光
市
大
字
浅
江

間日
か
ら
二
週
間

計
画
課
及
び
光
市
建
設
部
都
市
政

称四
・
百
十
七
花
園
島
田
線

地
の
区
域

五
・
百
十
一
川
園
線

地
の
区
域

一
丁
目

間日
か
ら
二
週
間

所 間日
か
ら
二
週
間

所計
画
課
及
び
光
市
建
設
部
都
市
政

称 日

山
口

称四
・
百
六
船
戸
三
太
線

地
の
区
域

五

策
課

策
課

県
知
事

村

岡

嗣

政



平成 年 月 日 金曜日

二

山 口

（
三都

関
す

一

（定期）県 報

る
同

一二

第 号

五（
三岩

る
同

一
項

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
下
田
布
施

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
下
田
布
施

株
式
会
社
ジ
ュ
ー
ケ
ン

〇
三
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

岩
国
都
市
計
画
風
致
地
区
錦
帯
橋

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

〇
二
）
岩
国
都
市
計
画
風
致
地
区

国
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付

字
国
信
及
び
字
下
国
信
（
第
二

び
氏
名

七
二
〇
番
地
の
三

の
完
了

第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項

告
し
ま
す
。

山
口
県
知

づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次

山
口
県
知

風
致
地
区

場
所

及
び
光
市
建
設
部
都
市
政
策
課

の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の

十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十

る
岩
国
都
市
計
画
風
致
地
区
の

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十

工
区
）

の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

事

村

岡

嗣

政

の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

村

岡

嗣

政

縦
覧

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

選
挙
管

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

示
第
八
十
二
号

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

理
委
員
会

示
第
八
十
一
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

日

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

委
員
長

中

村

正

昭

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

六

出 が

選
挙
管
理
委
員
会



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県 （定期）報 第 号

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

る
。

長

中

村

正

昭

七



平
成
二

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日
印
刷

十
七
年
十
月
十
六
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


